
居宅療養管理指導重要事項説明書 

（事業所の概要） 

事 業 所 名 清水歯科 

所 在 地 愛知県名古屋市中村区 4－26－25 

メイフィス名駅ビル 302 

事業者指定番号 2330500972 

管 理 者 氏 名 清水雅雪 

連 絡 先 0120－758－648 

 

（事業所の職員体制） 

職種 職務内容 員数 

歯 科 医 師 居宅療養管理指導 5名 

歯 科 衛 生 士 居宅療養管理指導 6名 

 

（営業日および営業時間） 

平日 午前 9時から午後 12時 午後 1時から午後 18時 

＊ただし、木曜、日曜、祝祭日は休診。年末・年始、夏季休暇は別に定める。 

 

（主なサービス提供内容および方法など） 

歯科医師および歯科衛生士が居宅にて、利用者やその家族に対して、介護方

法について指導・助言したり、口腔内の清掃に関しての指導を行なうととも

に、居宅介護支援事業などに必要な情報提供を行なう。 

 

（利用者負担金） 

 居宅療養管理指導に対する利用負担金は、1、2もしくは 3割負担とします。 

 利用者は、原則として月初めの訪問日に前月分をまとめて負担金をお支払い 

ください。 

※ 1割負担の場合 

歯 科 医 師 517円、487円もしくは 441円（診療人数による。月 2回まで） 

歯科衛生士 362円、326円もしくは 295円（診療人数による。月 4回まで） 

 

（相談窓口） 

当事業所の居宅療養管理指導に関するご相談などがありましたら、下記にご

遠慮なくお申し出ください。 

愛知県名古屋市中村区名駅 4-26-25 メイフィス名駅ビル 302 

清水歯科 052-581-3021 


